
１ 住生活基本計画の公営住宅供給目標量
（１）公営住宅供給目標量の考え方

都道府県は、住生活基本計画(都道府県計画)に公営住宅供給目標量
を定めるにあたり、あらかじめ国土交通大臣に協議し､その同意を得
なければならないと、住生活基本法に定められています。

（２）公営住宅供給目標量の設定方法
国が示すプログラムを活用し、当面10年間の公的・民間賃貸の運

営・誘導方針及び公営住宅の供給目標量を設定します。

１

都道府県内における将来需要予測を見据えつつ、公営住宅を含む各種の公
的賃貸住宅及び民間賃貸住宅の現状を把握した上で、これらにより要支援世
帯に対応するための整備・運営及び誘導方針を検討し、そのうち公営住宅に
よる対応の考え方、すなわち公営住宅の目標供給量の考え方を整理
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要支援世帯の算定の考え方

裁量階層基準

最低居住面積水準 誘導居住面積水準
（選択可）

居住面積

収入

(高家賃負担率未満)

(高家賃負担率未満)

(高家賃負担率未満)
著しく低い年収

（優先入居基準等）

裁量階層基準 月収２１．４万円
（収入分位４０％）以下

本来階層基準 月収１５．８万円
（収入分位２５％）以下

本来階層基準

最低居住面積水準 (1) 単身者２５㎡
(2) ２人以上の世帯１０㎡×世帯人数＋１０㎡

誘導居住面積水準 一般型（都市居住型）誘導居住面積水準
①単身者５５㎡ （４０㎡）
②２人以上の世帯２５㎡（２０㎡）×世帯人数
＋２５㎡（１５㎡）
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